
船舶インシデント調査報告書 

令和６年６月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（バッテリ過放電） 

発生日時 令和５年９月９日 １０時００分ごろ 

発生場所 香川県多度津
た ど つ

町高見
た か み

島東方沖 

 丸亀港昭和町防波堤灯台から真方位２９３°１.４海里付近 

 （概位 北緯３４°１８.８′ 東経１３３°４４.６′） 

インシデントの概要  プレジャーボート匡
まさ

志
し

丸Ⅲは、漂泊中、主機が始動できなくなり、

運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和５年１１月２１日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 匡志丸Ⅲ、５トン未満（長さ７.４７ｍ） 

 ２５０－３５０４６香川、個人所有 

 ディーゼル機関、船内外機、４サイクル、出力１６９.２０kＷ、回

転数毎分３,６００、６気筒、ボア９４mm、使用燃料軽油、機関製

造年月日不詳、進水年月日不詳 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風速 約１～２m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者２人を乗せ、高見島東方沖

の釣り場において、魚群探知機、オーディオ機器及び船内トイレの換

気扇を作動させた状態で、主機を停止して漂泊し、釣りを行ってい

た。 

 船長は、約１時間３０分釣りを行った後、潮流で流されたので本船

を移動させる目的で主機を始動しようとしたが、セルモーターが回ら

ず、始動できなかった。 

 船長は、ジャンプスターターを使用するとともに、電力の供給元を

メインのバッテリから予備のバッテリに切り替えたが、主機を始動で

きなかったので、１１８番通報し、来援した海上保安官の指示を受け

てマリーナに救援を求め、本船は、来援した船舶にえい
．．

航されて帰港

した。 

 船長は、ふだん、月に２回程度、本船を使用して釣りを行ってお

り、釣りを行う際に主機を停止するかどうかは対象魚によって変えて

いたが、魚群探知機等を作動させた状態で釣りを行うことが多かっ

た。 

 船長は、年に１回、メインのバッテリを満充電するようにしてお



 

り、直近では令和５年３月に満充電していたので、魚群探知機等を作

動させた状態で長時間の釣りを行っても、バッテリが過放電すること

はないと思っていた。 

 船長は、出航前にメインのバッテリの電圧を点検して異常がないこ

とを確認していたが、予備のバッテリについては、ふだん使用するこ

とがほとんどなく、点検していなかった。 

分析  本船は、船長が、主機を停止して漂泊中、魚群探知機等の機器類を

作動させた状態で釣りを行ってバッテリが過放電となったことから、

主機が始動できなくなり、運航不能となったものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が主機を停止して漂泊中、船長が、魚群探

知機等の機器類を作動させた状態で釣りを行ってバッテリが過放電と

なったため、主機が始動できなくなったことにより発生したものと考

えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、主機を停止して釣りを行う場合、バッテリの蓄電容量が

極度に低下することがないよう、不要な電気機器等を停止させる

とともに、電気機器等を長時間連続で使用しないこと。 

・船長は、出航前、予備のバッテリ、ジャンプスターター等の船外

機を始動させる機器も点検すること。 


